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ケアマネ介入ポイント

１）訪問対象者の把握

２）情報収集 ３）アセスメント

４）初回訪問の実施

５）チーム員会議 ～支援方針の決定～

受診勧奨・誘導

介護サービス利用
勧奨・誘導

７）チーム員会議 ～中間or終了判断～

６）集中支援
の実施

８）追加支援
の実施

９）集中支援終了

モニタリング

①追加支援内容の決定
②モニタリング終了の決定

運用会議

初回訪問者の決定

運用会議

①職種の追加
②包括の関与
③ケア会議への変更

運用会議

※１

※２

資料１－２

ケアマネ介入ポイント

• ケアマネが担当している利用者の家族等が対象者の場合
• 介護サービスを中断してしまい、チーム出動を要請する場合
• ケアマネが担当している利用者で、困難ケースとして出動を要請する場合
• 把握時から、明らかに要介護認定が想定される場合
• 上記以外だが、最初のチーム員会議で介入が適当と判断された場合

当初から介入するパターン

• チーム支援終了を判断するチーム員会議に出席する。（原則必須）
• チームの支援担当者と個別に引継ぎを受ける。
• ケアマネの初回訪問に同行する。
• チームの支援担当者がサービス担当者会議に出席する。

通常の介入パターン
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※２


